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水道事業ビジョンの作成について 

 

 

 厚生労働省では、｢水道ビジョン｣を平成 16 年に策定（平成 20 年改訂）し、｢地域水道ビ

ジョンの作成について｣（平成 17 年 10 月 17 日付け健水発第 1017001 号厚生労働省健康局

水道課長通知）により、水道事業者及び水道用水供給事業者（以下｢水道事業者等｣という。）

による｢地域水道ビジョン｣の作成を奨励してきたところです。 

また、平成 25 年３月には、人口減少社会の到来や東日本大震災の経験など、水道を取り

巻く環境の大きな変化に対応するため、これまでの｢水道ビジョン｣を全面的に見直し、50

年、100 年後の将来を見据え、水道の理想像を明示するとともに、取り組みの目指すべき

方向性やその実現方策、関係者の役割分担を提示した｢新水道ビジョン｣を策定しました。

｢新水道ビジョン｣では、水道事業者等が自らの水道事業ビジョンを作成し、その内容の実

現に向けた取り組みを積極的に推進することが必要であるとしています。 

ついては、｢新水道ビジョン｣を踏まえ、これまで水道事業者等による作成を推奨してき

た｢地域水道ビジョン｣を｢水道事業ビジョン｣に改めます。未だ自らのビジョンを作成して

いない水道事業者等においては、早急に｢水道事業ビジョン｣を作成することにより、また、

既に作成済みの水道事業者等においては、現状との乖離がある場合や｢新水道ビジョン｣を

踏まえて見直しが必要な場合等必要に応じて自らのビジョンを改定することにより、｢新水

道ビジョン｣に基づいた各種施策のより一層の推進を図るようお願いします。 

さらに、上述のような水道事業者等の取り組みを推進するため、｢新水道ビジョン｣に対

応した｢｢水道事業ビジョン｣作成の手引き｣（別添）をとりまとめましたので、策定又は改

定する際には、活用いただくようお願いします。 

なお、｢地域水道ビジョンの作成について｣（平成 17 年 10 月 17 日付け健水発第 1017001

号厚生労働省健康局水道課長通知）は廃止します。 
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